
定款 第２章 組合員及び出資金より抜粋 
 

（組合員の資格） 

第６条 この組合の区域内に勤務する医師は、この組合の組合員となることができる。 

２ この組合の区域内に住所を有し、区域外に勤務する医師で、この組合の事業を利用

することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることが

できる。 

 

（加入の申込み） 

第７条 前条第１項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入

申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの組合に提

出しなければならない。 

２ この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことに

つき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。 

３ この組合は、前条第１項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に

付されたよりも困難な条件を付さないものとする。 

４ 第１項の申込みをした者は、第２項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場

合を除き、この組合が第１項の申込みを受理したときに組合員となる。 

５ この組合は、組合員となった者について加入引受け書を作成し、その組合員に交付

するものとする。 

 

（加入承認の申請） 

第８条 第６条第２項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出

資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなけれ

ばならない。 

２ この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をし

た者に通知するものとする。 

３ 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金の払込みをしなければならない。 

４ 第１項の申請をした者は、前項の規定により出資金の払込みをしたときに組合員とな

る。 

５ この組合は、組合員となった者について加入引受け書を作成し、その組合員に交付

するものとする。 

 
 


